
 

「伏見工業高等学校跡地及び元南部配水管理課用地の活用に関する基本協定書」 

の概要 

 

（前文） 

京都市（以下「甲」という。）、京都市上下水道局（以下「乙」という。）、阪急阪神

不動産株式会社、京阪電鉄不動産株式会社及び積水ハウス株式会社（以下これらを

「丙」という。）は、脱炭素仕様の住宅街区の創出に向け、丙が伏見工業高等学校跡

地及び元南部配水管理課用地の活用に係る優先交渉事業者選定のための募集要項に

基づき提案した活用計画に関し、下記事項のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、甲、乙及び丙が相互に協力することにより、甲が国から選定を受

けた「脱炭素先行地域」の取組の一つとして実施する、伏見工業高等学校跡地（令

和６年３月閉校予定）及び隣接する元南部配水管理課用地（以下これらを「当該地」

という。）を活用した、脱炭素仕様の住宅街区の創出（以下「本事業」という。）の

円滑化を図ることを目的とする。 

２ 甲、乙及び丙は、本協定の締結後、伏見工業高等学校跡地の売買に係る「市有財

産売買契約書」及び元南部配水管理課用地の売買に係る「京都市上下水道局保有財

産売買契約書」の締結に向け、協議を行うものとする。 

 

（協定期間） 

第２条 本協定の有効期間は、本協定の締結日を始期とし、当該地の所有権が移転し

た日から起算して１０年間とする。 

 

（信義誠実の原則） 

第３条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本協定を遵守しなければならない。 

２ 丙は、優先交渉事業者の選定に当たり提案した活用計画を踏まえた事業計画書に

基づき、本事業を確実に実施する。 

 

（売買契約の締結） 

第４条 丙は、甲及び乙が指定する日までに、「市有財産売買契約書」及び「京都市

上下水道局保有財産売買契約書」により甲及び乙と仮契約を締結することとする。 

市有財産売買契約については、市会の議決に付したうえで財産処分を行う必要が

あるため、当該議決後、甲から丙に本契約への移行に関する通知を郵送し、当該通

知日から５日以内までの甲が定める日を本契約移行日（本契約締結日）とする。 

京都市上下水道局保有財産売買契約については、市有財産売買契約の本契約への

移行を条件として、同契約の本契約移行日（本契約締結日）に有効になるものとす

る。 

 

別紙１ 



 

（権利の移転又は設定の制限） 

第５条 丙は、前条に定める本契約による所有権移転日から起算して１０年間、当該

地について次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ当該行為

を必要とする理由を付して書面により甲及び乙に申請し、協議のうえ、その承諾を

得たときは、この限りでない。 

 ⑴ 本事業に関連する集合住宅、戸建住宅の分譲以外を目的とする所有権の移転 

⑵ 地上権、質権、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利（以下「使用収

益権」という。）の設定 

 

（土地調査等） 

第６条 丙は、事前に甲及び乙の承認を得たうえで、当該地内において、事業計画書

の実現に必要な建物、土地等の調査等を行うことができるほか、必要な協議を関係

機関等と行うことができる。 

 

（指定用途等） 

第７条 丙は、当該地に、民生部門の電力消費に伴うＣＯ２排出量実質ゼロを実現す

る街区として、事業計画書に記載する次世代ＺＥＨ＋の性能を有した戸建住宅、Ｚ

ＥＨ―Ｍ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ以上の性能を有した集合住宅、ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ以上

の性能を有した、人が集え賑わいの創出につながる場としての機能を有することを

目的とする業務用建物を建設しなければならない。 

２ 丙は、当該地における電力の自家消費を最大化するためのエネルギーマネジメン

トを実施するとともに、この取組を実施しても不足する電力量に対して、再生可能

エネルギー１００％電力を供給する小売電気事業者と連携して当該電力の供給体

制を構築しなければならない。また、丙は、街区全体の電力需要量や発電量、自家

消費率などのエネルギーマネジメント実績等を甲に提供しなければならない。 

３ 丙は、当該地において、住民の暮らしの質の向上、若者子育て世代の定住促進、

賑わいの創出、街区の運営体制の構築、市民の豊かさにつながる都市の成長への貢

献及びその他提案事項を実施しなければならない。 

４ 丙は、第４条に定める本契約締結後から令和１３年３月末日までに、前項までに

定める事項を履行しなければならない。また、建設した住宅等について、建築物の

エネルギー消費性能の向上に関する法律第７条に基づく省エネルギー性能表示（Ｂ

ＥＬＳ等、第三者認証を受けているものに限る。）にて、『次世代ＺＥＨ＋』、『ＺＥ

Ｈ―Ｍ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ』、『ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ』以上の性能であることが記載さ

れている証書を取得のうえ、その写しを甲に提出しなければならない。 

 

以下、一般的な内容の条項につき、省略する。 

第８条（実地調査等） 

第９条（基本協定等の変更） 

第１０条（協定の破棄） 



 

第１１条（暴力団等の排除措置） 

第１２条（売買契約不調の場合における処理） 

第１３条（秘密保持） 

第１４条（通知等） 

第１５条（権利義務の譲渡等の禁止） 

第１６条（準拠法） 

第１７条（管轄裁判所） 

第１８条（定めのない事項） 


